
■世界地方自治憲章（Ｈ13.6 国連特別総会（未採択）） 
前文 －抜粋－ 
「 自由選挙によって選出された地方自治体を通じた地方における強固な民主主義が、 
専門化された水準と十分な地方における統治と相まって、公共のアカウンタビリテ 
ィ及び透明性を促進し、また、汚職に対して我々の社会を強固なものにする手段を 
提供するものであることを確信し、明確な役割及び責務並びに透明で参加型の手続 
に基づいた適当な資源を与えられた強力な地方自治体の存在が、効率的で市民に身 
近なサービスを保障し、また、社会的・経済的な発展を促進することを確信し、以 
下のように合意した。 」 
その他の条文 －抜粋－ 
「第４条［地方自治の範囲］ 
１ 地方自治体は、法律により自らの権限から除外されている事項または他の行 
政主体に付与されている事項を除いて、地方行政に係る事項について自らの発 
意に基づいて行動する自由を有する。 
３ 行政の責務は一般的に市民に一番近い行政主体によって行われるべきである、 
ということを意味する補完及び近接の原理に基づき、地方自治体の責務の中央 
政府等他の行政主体への移転は、技術的・経済的な効率性の要請に基づくもの 
であり、また、市民の利益により正当化されるものでなければならない。 
４ 権能及び責務は、通常、完全・排他的な形で地方自治体に与えられ、他のレ 
ベルの行政主体と権能を共有することは避けるべきである。それらは、侵され 
てはならず、法による規制及び指針以外によっては、中央政府等他の行政主体 
によって制限されてはならない。 
第９条［地方自治の財源］ 
１ 地方自治体は、自らの業務と責務を実行するため、様々な財源を有しなけれ 
ばならない。地方自治体は、自らの権能の枠組みの中で使用する、自らの、又 
は自らに移転される適当な財源についての権能を有しなければならない。 
２ 地方自治体の財源は、業務と責務に対応したものであり、また、財政の持続 
性と信頼を保障するものでなければならない。国によるすべての業務・責務の 
移転は、対応する適当な財源を伴うものでなければならない。 
３ 地方自治体の財源のかなりの割合は、地方税、手数料又は負担金の枠組み（税 
率階層）又は立法による調整にかかわらず、提供するサービスの費用を賄うた 
め、自ら率を決定する権限を有する地方税、手数料又は負担金によるものでな 
ければならない。 
４ 地方自治体が賦課する権限を有する税、又は割当を保証されている税は、業 
務と需要に対応したものであり、かつ、地方自治体の担う責任に見合っていけ 
るよう、十分に一般性、伸張性、柔軟性を備えたものでなければならない。 



５ 脆弱な地方自治体のため、財政の持続性を、垂直的（国と地方自治体間）、水 
平的（地方自治体間）又はその両方であるとを問わず、特に財政調整制度によ 
り保護しなければならない。 
６ 垂直的・水平的な均等化を含む財政調整制度のルールを決める過程への地方 
自治体の参加を、法律で保障しなければならない。 
７ できる限り、地方自治体への財政配分は地方自治体の優先事項を尊重し、ま 
た、特定の事業を指定することのないようにしなければならない。交付金の支 
給は、自らの司法権の範囲内で政治的行動の自由を行使する地方自治体の基本 
的な自由を妨げるものであってはならない。 
８ 設備投資のための借入のため、地方自治体は国内及び国際資本市場を利用で 
きなければならない。 」 
 


